
日中著作権協議及び覚書締結に関する報告

文化庁では、平成２２年３月１５日に第６回日中著作権協議を開催し、「日本

国文化庁と中華人民共和国国家版権局との著作権及び著作隣接権に係る戦略的

協力に関する覚書」の締結式を行った。協議及び覚書の概要は以下のとおり。

第６回日中著作権協議

＜日 時＞平成２２年３月１５日（月）

＜場 所＞文部科学省第２会議室

＜出席者＞日本側：戸渡速志文化庁長官官房審議官外７名

中国側：王 自強中国国家版権局版権管理司司長外５名

＜概 要＞

本協議では、両国の著作権関連法令の改正について紹介された。日本側から、

（社）コンテンツ海外流通促進機構（ＣＯＤＡ）の権利認証機関としての承認

の検討を要請し、中国側から、認証機関制度についての説明があった。本件に

ついては、今回の国家版権局の説明を踏まえ、日本側で情報収集・調査等の上、

改めて要請することとなった。また、次回協議の開催の詳細について、双方で

検討していくことで合意した。

「日本国文化庁と中華人民共和国国家版権局との著作権及び著作隣接権に係る

戦略的協力に関する覚書」締結

＜概 要＞

本覚書は、日中間の著作権等に係る交流及び協力の枠組を構築、強化するこ

とを通じて、両国間の相互理解を促進し、両国の文化及び経済の発展に資する

取組を促進することを目的としている。具体的には、日中双方の共通する所掌

分野である著作権等の管理及び侵害対策、インターネット上の著作権保護等の

分野において協力関係を確立するため、①政府間協議、②人材交流及び育成、

③情報交換を実施することを、主な内容としている。第６回日中著作権協議開

催の機を捉え、３月１５日、文化庁長官室において覚書交換式を行った。

資料４－３



日本国文化庁と中華人民共和国国家版権局との

著作権及び著作隣接権に係る戦略的協力に関する覚書

日本国文化庁及び中華人民共和国国家版権局（以下「双方」という。）は、著作権及び著作隣

接権（以下「著作権等」という。）における協力が、イノベーション分野への投資を奨励し、日

中両国の経済、ひいてはグローバル経済の発展に寄与する上で重要な意義を持つとの認識に至り、

著作権等に係る交流及び協力を推進することを通じて、著作権等に関する両国間の相互理解を促

進し、両国の文化及び経済を更に発展させていくため、以下の内容について同意する。

１．趣旨

双方は、情報と成功経験の交流及び各種能力の構築活動を通じて著作権等に係る協力の枠

組みを構築する。

２．協力分野

上記の趣旨に基づき、双方は以下の分野の交流を実施する。

（１）双方は、毎年一回日本国と中華人民共和国の間で交互に日中著作権会議（以下「会議」と

いう。）を開催し、事前に協議の上会議の議題を決定する。

（２）双方合意のもと、両国で共に関心のある著作権等の問題に関するシンポジウムを開催する。

（３）双方は、著作権等の制度の構築及び執行に係る経験に関して、人材交流及び研修等の活動

を実施する。

（４）双方は、著作権等に関して双方が一致したその他の分野について協力を推進する。

３．各当事者責任

（１）双方は、必要に応じて毎年協力分野における活動に関する計画を協議の上決定することが

でき、併せて協議を通じて補足及び修正することができる。

（２）双方は、本覚書に基づく協力に必要な経費の負担について、協議の上決定する。

４．制限事項

（１）本覚書に基づく協力は、既存及び将来の著作権国際条約に基づく義務並びに両国国内の著

作権等の法令の範囲内で行われる。

（２）一方は、他の一方の同意がない限り、本覚書の枠組みにおける情報交換及び協力により取

得した他の一方の秘密情報の公開を行わない。



５．その他

（１）本覚書は２０１０年３月５日に中華人民共和国北京で署名し、２０１０年３月１５日に日

本国東京で署名した。本覚書に基づく協力は、双方による署名が完了した日から実施される。

（２）本覚書に基づく協力は５年間継続するものとし、いずれか一方から、期間満了の６０日前

までに延長しないことを希望する旨の通報がない場合には、自動的に５年間延長する。ただ

し、いずれか一方が本覚書に基づく協力を期限満了前に終了することを希望する場合には、

９０日前に他の一方に通報することとする。双方が協議により同意した場合を除き、双方が

覚書の枠組みによりすでに開始しかつ完了していない協力事業の実施は継続する。

（３）本覚書の内容を変更又は補充することが必要な場合には、双方の書面による同意によりこ

れを行うことができる。

（４）本覚書は、日本語文及び中国語文を一式とし、二通は共に同等の価値を有するものとする。


